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出典：国際連合広報センター ホームページ 

第１章 計画策定にあたって 

１ 緑を取り巻く社会情勢                      

（１） 緑の定義 

本計画では、鎌ケ谷市のすべての緑を対象としています。なお、この「緑」には、樹木や草

花などの植物だけではなく、それら樹木などの周辺の土地や空間も対象で、例えば庭の緑や街

路樹、公園や広場、農地、樹林地、河川までも含む広い意味を持っています。 

 

（２） 緑を取り巻く社会動向 

緑は、都市生活に潤いとやすらぎを与え、レクリエーションや健康・文化活動の場、魅力あ

る観光資源、災害時の避難場所や復旧・復興の拠点となるとともに、美しい都市景観を創出、

延焼防止など防災性の向上、地球温暖化対策、ヒートアイランド現象※の緩和、生物多様性※の

保全など、都市活動を支える重要な役割を担っています。また、新型コロナウイルス感染症の

影響により、多くの人が自宅近くで過ごす時間が増え、住まいの身近な環境や地域の自然資源

の重要性が認識されるなど、公園、都市農地、民間空地等の広場のほか、近年、緑の保全や活

用による生物の生息・生育空間の確保、二酸化炭素（ＣＯ₂）の削減、気温の低減効果など自然

環境が有する多様な機能を活用することにより、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくり

を進めるグリーンインフラ※の取り組みが推進されています。 

また、２０１５年の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ※（持続可能な開発目標）は、１７の

ゴール・１６９のターゲットから構成され、緑の保全や活用は、「⑮陸上資源」をはじめ、「⑪

都市」や「⑬気候変動」など多くの個別目標の達成に寄与することにもなります。 

こうしたことから、緑の価値や役割を見据えて、その柔軟な活用と量的充足について、戦略

的に対応していくことが必要です。既存のストックの活用や民間事業者との連携、公園や緑地

の柔軟な活用など、都市の緑とオープンスペース※のポテンシャルを最大限引き出すことが求

められています。 

 

 

  

※計画内で用語解説が必要な文言については、文言の後ろに「※」を付記し、その解説 

を参考編の用語解説に列記しています。 
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２ 緑の基本計画とは                        

（１） 計画の特徴 

今回策定する「緑の基本計画」は、緑地の保全、緑化の推進を総合的かつ計画的に実施する

ことを目的として、緑地や緑化に関する将来像、目標、施策などを定める計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 計画策定の効果 

緑の基本計画策定により、以下のような効果が期待できます。 

ア 緑に関する市民のニーズに対して基本方針等を示すことで市民の理解を深められます。 

イ 市民の緑のまちづくりへの参加意識や機運が醸成されます。 

ウ 望ましい緑の都市の実現に向けた指針となります。 

エ 計画の目標実現へ向けて各施策を進める関係機関との合意形成が促進されます。 

オ 重点的、効率的な事業の推進が可能となります。 

  

 

◇都市緑地法第４条第１項に基づく計画です。 

◇住民に最も身近な地方公共団体である市町村が策定することができる計画で

す。 

◇行政区域全体を対象とする計画であり、また、公共施設だけでなく民有地も計

画の対象とすることが望ましいとされています。 

◇特別緑地保全地区※の指定や緑化地域制度※の導入などの法律に基づく措置か

ら、緑化意識の普及啓発活動等のソフト施策に至る幅広い内容が含まれます。 

◇計画の策定にあたっては、生物多様性の確保に配慮することが求められていま

す。 

◇住民意見の反映と計画内容の公表に努めるよう定められています。 

緑の基本計画の特徴 
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３ 鎌ケ谷市緑の基本計画について                  

（１） 計画策定の背景 

本市では、平成１５年２月に「鎌ケ谷市緑の基本計画」を策定し、緑の将来像「人と自然が

調和し協働で創り守る 緑ゆたかなふるさと鎌ケ谷」の実現に向けて、緑のまちづくりに取り

組んでまいりました。 

前計画の策定から２０年が経過し、目標年である令和２年を迎えましたが、地球温暖化、ヒ

ートアイランド現象、大規模災害の発生、少子高齢化、都市緑地法などの緑地関連の法改正、

生物多様性への配慮など、緑をとりまく環境や社会情勢が大きく変化しており、また、昨今で

は新型コロナウイルス感染症の拡大により、公園をはじめとした公共施設のオープンスペース

が注目されています。 

このような状況を踏まえ、本市の緑の現状と課題を整理した上で、緑をとりまく環境や社会

情勢に対応した新たな緑の基本計画を策定するものです。 

 

（２） 計画の位置づけ 

本市は、鎌ケ谷市総合基本計画を最上位計画として、これに即して各計画が策定されていま

す。本計画は、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに適合するとともに、鎌ケ谷市環境基本計画

を始めとする他の計画と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市の計画】鎌ケ谷市総合基本計画 

【市の計画】鎌ケ谷市都市計画マスタープラン 

 鎌ケ谷市緑の基本計画 

【市の計画】 
鎌ケ谷市環境基本計画 鎌ケ谷市景観計画 
鎌ケ谷市森林整備計画 鎌ケ谷市地域防災計画 
鎌ケ谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策） 
鎌ケ谷市みどりあふれる都市農業創造プラン 
鎌ケ谷市国土強靭化地域計画 
鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画 
 

【県の計画】 
生物多様性ちば県戦略 
千葉県環境基本計画 
千葉県農林水産業振興計画 
千葉北部地域森林計画 
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